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北九州市監査公表第２０号  

令和６年１１月１５日  

 

北九州市監査委員  中 西 満 信  

同         廣 瀨 隆 明  

同         村 上 幸 一  

同         奥 村 直 樹  

 

包括外部監査人の監査の結果に基づき、措置を講じた旨の通知があったので

、地方自治法第２５２条の３８第６項の規定により、次のとおり公表する。 

 

１ 外部監査の種類 

  包括外部監査 

 

２ 選定した特定の事件 

  市有財産の管理運営に係る財務事務の執行等について 

 

３ 監査の期間 

  令和５年７月１０日から令和６年１月２９日まで 

 

４ 監査公表の時期 

  令和６年３月２５日（令和６年監査公表第１０号） 
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５ 監査の結果に基づく措置状況 

 

監 査 の 結 果 措 置 状 況 

普通財産への移行について 

（子ども家庭局こども施設企画課） 

【未利用施設】旧修多羅保育所 

本件施設は、２０１５年４月以降は

用途廃止され、それ以降、行政財産と

して利用しないまま８年が経過してい

る。今後も行政用途に供する予定がな

いにもかかわらず、現地点で用途が決

まっていないという理由で子ども家庭

局の所管のまま行政財産として分類さ

れている。地方自治法第２３８条第４

項に基づき、行政用途のなくなった公

有財産については、用途廃止の手続き

を行って普通財産へ移行すべきである

。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

監査の意見を踏まえ、公有財産の分

類変更について財政・変革局市政変革

推進室と協議を進めていく。 
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監 査 の 結 果 措 置 状 況 

覚書の締結について 

（産業経済局農林課） 

【未利用施設】旧林業振興センター 

 本件施設に係る土地及び建物の貸付

にあたり２０１４年度に検討された資

料では、耐震診断を実施しない旨を覚

書で交わすことと記載されているが、

実際は覚書が取り交わされていない。 

 検討したとおりに覚書を交わすべき

であり、交わさないのであればその検

討結果を残しておく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本件建物に係る令和６年度の市有財

産使用貸借契約書から、市は耐震診断

を実施しない旨を記載した。 
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監 査 の 結 果 措 置 状 況 

用途廃止に係る手続きについて 

（教育委員会施設課） 

【未利用施設】旧風師中学校跡地 

公有財産を実態に則して行政財産と

普通財産とに分類することと、教育委

員会が管理する行政財産を普通財産と

したときは、直ちにこれを市長に引き

継がなければならないことは、地方自

治法により求められるものである。本

件施設の土地について、用途廃止を行

い行政財産から普通財産に変更し、当

該財産を市長に引き継ぐよう、法令に

基づいた適切な措置を講じられたい。 

 

 

 

普通財産として市長部局へ所管換す

る際には、市政変革推進室が定めた条

件を整理する必要がある。 

本件用地は、測量を進めているもの

の、土地の権利関係の確定に時間を要

している。 

監査の意見を踏まえ、市政変革推進

室と協議を行い、境界確定後に再協議

を行うこととなったが、地方自治法第

２３８条の２により、教育委員会は行

政財産である教育財産の用途を廃止し

たときは、直ちにこれを市長に引き継

がなければならないと規定されている

ため、財政・変革局をはじめとする市

長部局で所管換を受けるよう手続きを

進める。 
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監 査 の 結 果 措 置 状 況 

未利用地の分類について 

（子ども家庭局こども若者成育課） 

【未利用地】旧鳴水保育所跡地 

本件土地は、２０１０年４月以降は

行政財産として利用されておらず、今

後も市として行政用途に供する予定が

ないにも関わらず、境界未確定という

理由で子ども家庭局の所管のまま行政

財産として分類されている。地方自治

法第２３８条第４項に基づき、行政用

途のなくなった公有財産については、

用途廃止の手続を行って普通財産へと

分類を変更すべきである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

監査の意見を踏まえ、早急に用途廃

止の手続きを行い、普通財産への分類

変更作業を行いたい。また登記面積等

の確認作業を含め、必要であれば、測

量士等外部業者と打合せをしながら進

めていきたい。 
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監 査 の 結 果 措 置 状 況 

土地所有権者と登記名義人の相違に

ついて 

（都市整備局住宅管理課） 

【未利用地】椎ノ木谷第四団地跡地 

 本件土地４筆について不動産登記簿

を閲覧したところ、戸畑区菅原二丁目

５番５は登記名義人が「北九州市」と

なっているものの、他３筆については

登記名義人が「北九州市戸畑区椎ノ木

谷土地区画整理組合」となっており、

土地所有権者は市であるが登記名義人

が市ではない、というねじれが生じて

いる。 

 経年の事実であるため詳細な要因は

不明であるが、区画整理後に市営団地

を建設した段階における手続漏れであ

ると考えられる。また、「北九州市戸

畑区椎ノ木谷土地区画整理組合」は１

９６０年４月１日から１９６９年３月

２９日まで存続した後に解散しており

、当時の理事は全員存命していない。 

 わが国の現実として土地の所有権者

と登記名義人が異なる、ということは

ままあるが、異なることにより将来に

おける未利用地の利活用や売却におい

て障害が生じることとなる。また、登

記名義人が現時点において存在しない

組織であるという状態を知りながら、

その解消について市が看過している状

況にあることは所有者不明土地問題の

解決という施策を行ううえでも相反す

ることになると考えられる。 

 

 

 

 

監査の意見を踏まえ、法制課と協議

を行った結果、所有権移転登記手続請

求訴訟を提起することが適当であると

の回答を得たため、上記方法での問題

解決について令和６年度中に検討を行

い、検討結果に基づき適正な手続きを

行う。 
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監 査 の 結 果 措 置 状 況 

このような土地問題に関する事情に

精通している外部の司法資格者からア

ドバイスを受け、所有権移転登記手続

請求訴訟等をもって積極的に解決を行

うことが必要である。 
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６ 監査の結果（意見）に基づく措置状況 

 

監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

 すべての公共施設を分析し評価結果

を実行計画に反映させるための体制づ

くり 

（財政・変革局市政変革推進室） 

【全庁的な観点からの意見】 

 すべての公共施設の情報を統一ルー

ルの下で収集し、共通の評価基準で評

価し、組織横断的に事業の優先順位を

判断できるように評価結果を分析した

うえで、分析結果を実行計画の見直し

に反映させる体制づくりが必要である

。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

「北九州市公共施設マネジメント実

行計画」の見直しについては、監査の

意見を踏まえ、令和５年度に策定した

北九州市政変革推進プランに基づく取

組みの中で、社会情勢の変化や施設を

取り巻く環境、優先度等の総合的な評

価を踏まえた検討に着手した。 
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監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

今後の未利用地増加に対応できる体

制の構築 

（財政・変革局市政変革推進室） 

【全庁的な観点からの意見】 

 監査対象となった未利用地は、行政

用途に供する予定がないにもかかわら

ず行政財産として分類され、財政局に

引き継がれることもなく長期に渡って

各所管局にて管理を行っているものが

散見された。 

 今後、今までの物件のみならず、北

九州市公共施設マネジメント実行計画

を推進していく過程で、さらに１，１

２２千㎡の施設量の削減が実行される

ことになる。その結果、未利用施設お

よび関連する未利用地について協議す

べき数も多数生じることになる。早急

に今後の増加に対応できる体制の構築

が必要であると思われる。 

①組織横断的な専門チームの創設と

専門的な知識を持つ人材の育成 

 各局の専門知識を持った人材をシス

テム上で連携させて、システム上での

専門的なチームの創設があり得ると思

われる。 

 また、人材育成も具体的な案件の対

処事例を数多く知ることによってなさ

れることから、横断的な専門チームで

情報を集約し、共有化できれば可能に

なると思われる。専門的な知識を持っ

た人材の育成と、横断的専門チームの

創設とが両立できるような体制づくり

 

 

 

 

①組織横断的な専門チームの創設と

専門的な知識を持つ人材の育成につい

て 

 

 システム上での専門的なチームを創

設した。 

 具体的には、グループウェアやビジ

ネスアプリを用いて市役所全体で未利

用市有地等の情報を共有し、経験豊富

な職員による専門的チームのアドバイ

スやリアルタイムな進捗管理を行うシ

ステム上の体制を構築した。 

 今後、運用の中で改善点を模索して

いくと同時に、システム上に具体的な

案件の対処事例を数多く蓄積し、解決

ノウハウの情報・経験を共有すること

で、専門的な知識を持つ人材の育成を

図る。 

 

②早期処分可能な体制の構築につい

て 

 

 外部の専門家や事業者の意見・ノウ

ハウを活用する。 

 また、用途廃止の正式決定後に境界

確定作業を行っている事例等、所管換

までに時間を要しているケースも多い

ことから、用途廃止の方針を見極めた
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監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

が望まれる。 

②早期処分可能な体制の構築 

 所管換の条件を満たさない状況でも

、売却可能である場合もあり、２０２

０（Ｒ２）年に建物付土地の先行売却

を制度化している。遊休地や売れにく

い不動産に特化して仲介や売買する業

者が存在するようになったこともあり

、幅広く外部の専門家や事業者を活用

できるように検討することが望まれる

。 

 今後、公共施設マネジメントの取組

を進めることで、急激に未利用施設や

未利用地が増加することが想定される

。特に、行政用途に供する予定がない

にもかかわらず行政財産として分類さ

れ、かつ、財政局に引き継がれること

なく各所管局にて長年にわたり管理を

行っている未利用施設及び未利用地の

場合は、例えば、用途廃止が内部決定

されれば、１年内という期限を決めて

一律に所管換えすることなど、早期に

処分できるようなルールの見直しをし

て、早期に対処せざるを得ないような

制度運用の検討も望まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

段階で、早めに（例えば廃止予定の数

年前から）境界確定等の必要な作業に

取り掛かるよう、ルール（「公有財産

管理の手引」等）の見直しを行う。 
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監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

今後の施設計画について 

（財政・変革局市政変革推進室） 

【未利用施設】旧伊川小学校跡  

 みろく福祉サービス株式会社とは２

０２１年８月１日から１０年間の賃貸

借期間を設けており、契約満了後にお

ける契約期間の延長は可能となってい

るが、延長が行われない場合における

本件施設のその後に向けての対処につ

いては現時点では考えられていない。 

 将来において耐用年数を迎えてさら

なる長寿命化を図る場合には、現状の

劣化から修繕について相当の負担が生

じることとなり、対応する財源の確保

が問題となる。 

 今後の使用方法について検討を行い

、適切な施設計画を立てることが必要

となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

公共施設マネジメント実行計画では

、「余剰地については、民間への売却

や賃貸を積極的に進めるなど、効果的

かつ効率的な資産活用に取り組む」と

している。 

 当該施設については文部科学省の「

みんなの廃校プロジェクト」（廃校活

用推進のため、全国各地の優れた活用

事例の紹介や、活用用途を募集してい

る廃校施設情報の公表等を実施）に掲

載し、応募があった事業者への貸付に

至っているところである。 

 このため、現事業者との貸付期間の

延長が行われない場合には、改めて同

プロジェクトに掲載し、新たな事業者

の募集を行う予定である。 

 また、耐用年数を迎えた後は、長寿

命化のための費用投資を行う予定はな

い。 
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監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

今後の施設計画について 

（財政・変革局市政変革推進室） 

【未利用施設】旧門司特別支援学校

跡 

株式会社Ｐｉｖｏｔとは２０２１年

９月１６日から１０年間の貸付期間（

土地は賃貸借契約、建物は使用貸借契

約）を設けており、契約満了後におけ

る契約期間の延長は可能となっている

が、延長が行われない場合における本

件施設のその後に向けての対処につい

ては現時点で考えられていない。また

、貸付期間中に目標耐用年数が到来す

ることになるが、貸付期間中に本件施

設の閉鎖が必要となった場合における

借受人への対処についても現状では考

えられていない。 

将来において耐用年数を迎えてさら

なる長寿命化を図る場合には、現状の

劣化から修繕について相当の負担が生

じることとなり、対応する財源の確保

が問題となる。 

 今後の使用方法について検討を行い

、適切な施設計画を立てることが必要

となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

当該施設については、現時点におい

ても、市として施設の老朽化を認識し

ており、目標耐用年数を迎える前であ

っても長寿命化のための費用投資を行

う予定はない。 

 このため、借主が通常の修繕費用を

負担する、民法上の使用貸借契約（無

償）とし、借主も了承して契約してい

る。 
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監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

 管理のあり方について 

（都市ブランド創造局スポーツ振興

課） 

 【未利用施設】旧響南中学校武道場 

 本件施設は当初より利用料は徴収せ

ず市民へ無料で一般開放している。 

 無料開放にあたって当初検討した資

料では利用料を徴収する案が記載され

ていた。結果として利用料を徴収して

いないが、その経緯の分かる詳細資料

は残っていないため理由は不明である

。利用料を徴収しない場合、コストは

市民全体の税金で負担することとなる

が、施設の利用実績報告によればほと

んど特定の団体に利用されている。 

 今後、施設の老朽化が進み、維持・

補修も含めた管理運営コストの増加が

想定される一方、引き続き厳しい財政

運営が求められる。その中で必要性の

高い公共施設において公共サービスを

持続的に提供していくためには、当該

公共サービスの管理運営コストを念頭

に置いた上で、利用者に応分の負担を

求める必要の有無について検討するこ

とが望まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

当該施設（旧響南中学校関連施設）

については、現在進めている「公共施

設マネジメント実行計画」において、

３期（Ｒ１８～Ｒ２７）に「管理のあ

り方を検討する施設」に位置付けてい

る。今後、この計画に基づき、管理の

あり方を検討する際には、監査の意見

を踏まえ、管理運営コストや利用者負

担なども含めて、持続可能な方法を考

えていく。             
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監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

 今度の跡地利活用の検討について 

（保健福祉局総務課） 

 【未利用施設】北九州ハイツ 

 本件施設は２０１９度末に閉鎖され

た後、建物等の利活用に係る検討（Ｐ

ＰＰ／ＰＦＩサウンディングセミナー

や個別企業へのヒアリングなど）を行

っている。その後、建物の解体が決定

され、２０２３年度に解体の実施設計

を行い、２０２４年度以降に解体工事

予定となっている。 

 本件施設が存在する土地は公園用地

の一部であり、土地は建設局公園管理

課が所管しており、本件施設を所管す

る保健福祉局は設置許可を得て土地を

使用しているという状況である。建物

解体後は、保健福祉局が原状回復を行

い、建設局が本来の公園として管理し

ていく流れとなる。 

 建物を解体するまでの利活用につい

ては保健福祉局主体で行ってきたが、

解体後の跡地の利活用については建設

局主体で行うこととなる。そのため、

保健福祉局が許可申請をしなくなった

後に、建設局に管理主体が戻ってから

検討を始めるようでは、利活用までの

期間が長期化する可能性がある。 

 建物解体後の土地の管理主体である

建設局が、今後の跡地利活用の検討を

早期に進めることが望まれる。 

 

 

 

  

 

旧北九州ハイツについては、令和６

年度に解体工事の実施設計を行い、実

施設計の結果を踏まえ、令和７年度以

降、速やかに解体工事に着手する予定

である。 

解体後の跡地利活用の検討について

は、公民連携による事業の可能性をさ

ぐるため、令和６年度に、都市公園の

魅力向上に向けて、所管する全ての都

市公園を対象にマーケットサウンディ

ング調査を実施する予定。 

14



監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

施設マネジメントの考え方について 

（保健福祉局長寿社会対策課） 

 【未利用施設】今光年長者いこいの

家 

 年長者いこいの家は、地域の高齢者

の教養の向上やレクリエーション活動

等を行う際のいこいの場として市内に

設置されたもので、２０２３年４月１

日において１５１施設ある。その多く

は１９７０年頃を中心として建築され

、老朽化が進んでいる。今後の施設維

持に係る負担を考えた場合、施設の利

用を行っている地域への譲渡や、他の

施設利用（市民センター等）の活用な

どを検討し、人口減少の時代に適用し

た運営が望まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

原則として、公共施設マネジメント

実行計画（市での建替え・新設は行わ

ず、市民センターへの集約や地域への

施設移譲）をふまえ、地域の実情を把

握して、地域と丁寧に協議を進めなが

ら、実情に応じた対応を進めている。 
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監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

施設老朽化に伴う今後の方針につい

て 

（保健福祉局障害者支援課） 

【未利用施設】旧浅野工芸舎 

 障害福祉施設「浅野工芸舎」の民間

譲渡後、本件施設は用途廃止されたも

のの、指定管理者である社会福祉法人

北九州市手をつなぐ育成会が新規に施

設を建設するまでの間、同法人に普通

財産として貸付けていた。その後、移

転先の施設が完成し、２０２２年１２

月に浅野工芸舎は新施設に移転した。

一方、同建物内には北九州市浅野社会

復帰センターが入っており、浅野社会

復帰センターはそれまでのスペースで

は手狭になったこともあり、浅野工芸

舎が事業で使用していた建物１階部分

を利活用しながら、施設の維持管理を

行っている。 

 なお、浅野工芸舎は老朽化が理由で

移転したのであり、築４２年が過ぎた

老朽化施設であることは変わりがなく

、修繕や改修など今後の維持管理コス

トは増加していくものと思われる。そ

のため、いまの障害福祉サービスの提

供を、施設老朽化との折り合いをつけ

ながらどのように維持していくか、他

の施設も含めて実行計画の中で総合的

に検討する必要があると思われる。 

 

 

 

 

 

 

 

「北九州市障害者福祉計画」におい

て、「現在、指定管理者制度で運営さ

れている市立障害福祉施設については

、より柔軟かつ安定的に運営サービス

を提供するため、民間事業者による独

立した運営が可能な施設については、

条件が整い次第、社会福祉法人への移

譲を含めた再整備を進める」としてい

る。 

 また、「公共施設マネジメント実行

計画」の中でも、「障害福祉サービス

事業所など、民間事業として独立した

運営が可能なものついては、条件が整

い次第、民間へ譲渡を進めていく」こ

ととしている。 

 これらに基づき、これまでも指定管

理者の意向や収支状況を確認し、補助

金を活用した施設整備も含め、合意が

得られた施設については譲渡を行って

きた。 

 監査の意見を踏まえ、他の施設も含

め、老朽化の状況に応じて、譲渡に向

けた協議を進めていく 

【譲渡実績】 

平成２５年４月：八千代工芸舎、と

ばた工芸舎、とばた通勤寮 

平成２６年４月：ひかり工芸舎、春

ケ丘学園、きく工芸舎、きく通勤寮 
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監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

 

 

平成３０年４月：小池学園 

令和３０年１１月：日明リサイクル

工房、若松工芸舎 

令和３年１月：北方ひまわり学園 

令和３年１１月：八幡東工芸舎、浅

野工芸舎 

令和４年４月：引野ひまわり学園 
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監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

施設老朽化に伴う今後の計画につい

て 

（保健福祉局障害者支援課） 

【未利用施設】保健福祉局普通財産

（コラボ北九州城野） 

 現在は社会福祉法人あかつき会に貸

付を行っている。しかし、本件施設は

建築から４６年（１９７７年建設）が

経過しており、施設の老朽化が進んで

いる状況である。貸付施設の個別施設

計画については、契約期間と老朽化の

度合いを確認しながら検討されること

が望まれる。 

  

 

 

 

 

普通財産については、「公共施設マ

ネジメント実行計画」の中で、「すで

に廃止した施設の建物や公用に供して

いない施設など、普通財産として保有

しているものについては可能なものは

、民間売却を基本とし、更新は行わな

い」こととしている。 

 また２００㎡未満や用途廃止予定の

施設については「市有建築物予防保全

ガイドライン」の対象外であることか

ら、個別施設計画については策定する

予定はない。 

 しかしながら本件施設は老朽化が進

んでいることから、監査の意見を踏ま

え、契約期間と老朽化の度合を確認し

ながら、民間売却の検討を進めること

とする。 
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監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

施設老朽化に伴う今後の計画につい

て 

（保健福祉局障害者支援課） 

【未利用施設】保健福祉局普通財産

（はぁとねっと戸畑） 

 現在は社会福祉法人あかつき会に貸

付を行っている。しかし、当該施設は

建築から４４年（１９７９年建設）が

経過しており、老朽化が進んでいる状

況である。貸付施設の個別施設計画に

ついては、契約期間と老朽化の度合い

を確認しながら検討されることが望ま

れる。 

 

  

 

 

 

普通財産については、「公共施設マ

ネジメント実行計画」の中で、「すで

に廃止した施設の建物や公用に供して

いない施設など、普通財産として保有

しているものについては可能なものは

、民間売却を基本とし、更新は行わな

い」こととしている。 

 また２００㎡未満や用途廃止予定の

施設については「市有建築物予防保全

ガイドライン」の対象外であることか

ら、個別施設計画については策定する

予定はない。 

 しかしながら本件施設は老朽化が進

んでいることから、監査の意見を踏ま

え、契約期間と老朽化の度合を確認し

ながら、民間売却の検討を進めること

とする。 
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監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

施設老朽化に伴う今後の計画につい

て 

（保健福祉局障害者支援課） 

【未利用施設】障害福祉サービス事

務所リーシュ（ねぎぼうずの里） 

 現在は特定非営利法人ねぎぼうずの

里に貸付を行っている。しかし、当該

施設は建築から４５年（１９７８年建

築）が経過しており、施設の老朽化が

進んでいる状況である。貸付施設の個

別施設計画については、契約期間と老

朽化の度合いを確認しながら検討され

ることが望まれる。 

 

  

 

 

 

普通財産については、「公共施設マ

ネジメント実行計画」の中で、「すで

に廃止した施設の建物や公用に供して

いない施設など、普通財産として保有

しているものについては可能なものは

、民間売却を基本とし、更新は行わな

い」こととしている。 

 また２００㎡未満や用途廃止予定の

施設については「市有建築物予防保全

ガイドライン」の対象外であることか

ら、個別施設計画については策定する

予定はない。 

 しかしながら本件施設は老朽化が進

んでいることから、監査の意見を踏ま

え、契約期間と老朽化の度合を確認し

ながら、民間売却の検討を進めること

とする。 
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監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

今後の施設利活用計画について 

（子ども家庭局こども施設企画課） 

【未利用施設】旧中央保育所 

本件施設は第二尾倉団地の１階部分

であり、２階から１０階部分は北九州

市住宅供給公社の所有である。 

 本件施設は、建物の「敷地権」が制

度化される前に設置されたため、市有

地が飛び地（無道路地）になったこと

から、建物の敷地権もなく、かつ団地

内に市が所有する土地が一部存在する

といった土地の所有及び権利関係に課

題が残っている。住宅供給公社及び公

社を所管する建築都市局と協議・調整

し、権利関係を整理したうえで早期に

利活用または売却・処分を検討される

ことが望まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

監査の意見を踏まえ、都市整備局、

住宅供給公社等の関係者と、土地の取

り扱いについて検討を進めていく。 
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監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

今後の施設利活用計画について 

（子ども家庭局こども施設企画課） 

【未利用施設】旧初音保育所 

本件施設は市営住宅の１階部分であ

り、２階以上は建築都市局住宅管理課

が所管している。 

 劣化している歩道の舗装工事を行い

、その後、戸畑区役所まちづくり整備

課及び建築都市局住宅管理課へ所管換

を行う予定としているが、所管換後に

具体的な利用用途が決まっているわけ

ではない。また、２０１４年に利用廃

止となっており、すでに９年経過して

いる。 

 当該施設は、長期に渡り遊休資産と

なる可能性が高く、長期化を防止する

ための方策を具体的に検討する必要が

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土地は、旧初音保育所用地と道路区

域に分かれており、令和５年度中に保

育所用地を住宅管理課に、道路区域を

戸畑区まちづくり整備課にそれぞれ所

管換えした。 

建物については、引き続き住宅管理

課と協議を行っていく。 
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監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

所管変更に係る規定等の整備 

（子ども家庭局こども施設企画課） 

【未利用施設】旧修多羅保育所 

子ども家庭局保育課は、財政局財産

活用推進課と協議をしながら土地の利

用調整もしくは売却について検討して

いくとしているが、土地の形状は旗竿

地であり、かつ、高台にあり、直接車

が乗り入れる道幅もないことから、利

用調整もしくは売却先を見つけること

は困難であると考えられる。 

 そのため、本件施設は長期に渡り遊

休資産となる可能性が今後も高く、長

期化を防止するための方策を具体的に

検討する必要がある。 

 なお、本件施設については、利用廃

止と同時に所管を若松区役所保健福祉

課から子ども家庭局保育課へ変更する

必要があったが、手続きを失念してお

り、若松区役所所管のままとなってい

た。 

 ２０２２年度に子ども家庭局保育課

へ所管換されているが、所管換につい

ては規定等による定めはなく、慣例に

より行われている状況であるため、今

後は規定又はマニュアル等を整備する

ことが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

監査の意見を踏まえ、令和６年度中

にマニュアルを整備する。 
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監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

未利用施設における植物繁茂への対

応 

（子ども家庭局こども施設企画課） 

【未利用施設】旧修多羅保育所 

 本件施設について、園庭は年１回の

草刈が実施されている。 

 しかし、施設のうち市所有の墓地と

なっている隣地と接している側におい

ては植物が繁茂している状態となって

おり、これらの植物の除去については

対応が行われていない。 

 草刈については業務委託によって実

施されているが、隣接地の墓地を所管

する部署と連携して除草するなど、施

設管理者として近隣住民に危険が生じ

ることがないよう適切に管理すること

が望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本件施設の園庭部分については、令

和５年度は８月、３月にそれぞれ草刈

を実施し、令和６年度も年２回の草刈

を予定している。 

隣接墓地については、若松区役所ま

ちづくり整備課の所管であり、令和６

年２月に所管課にて草刈等を行った。 

今後の草刈の頻度については、若松

区役所まちづくり整備課と協議を進め

ていく。 
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監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

今後の施設計画について 

（子ども家庭局こども若者成育課） 

【未利用施設】旧槻田児童館 

 本件土地は、隣接する道路とそこに

接する土地との間に未確定となってい

る境界があり、本件土地の境界も確定

せず売却等の処分を進めることができ

ない状況となっているため、市は引き

続き隣地所有者との協議をし、速やか

に境界確定を図ることが望まれる。 

 

 

 

 

監査の意見を踏まえ、引き続き隣地

所有者との協議を行い、境界確定に向

けて事務を進めていきたい。また現在

は、行政財産として子ども食堂の拠点

施設として、ＮＰＯ法人に貸し出して

いる。使用状況等を踏まえながら、今

後の施設の貸し出しにかかる中長期的

な利活用についても併せて検討してい

きたい。 
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監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

残存している土地の利用について 

（子ども家庭局こども若者成育課） 

【未利用施設】旧西戸畑児童館 

本件土地は「北九州広域都市計画道

路戸畑枝光線他街路事業」の整備工事

期間中は道路用地以外の部分も工事の

仮設等に利用される予定であるが、工

事終了後は一部、不整形地（１６２．

２６㎡）が残ることが見込まれている

。不整形地は整形地に比べて、一般的

に利活用が難しいと考えられるため、

早い段階から利活用の方針について検

討をしておくことが望まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

監査の意見を踏まえ、当該残地につ

いては、整備工事期間後での利活用と

なることから、早めに検討を行いたい

。また整備工事期間中についても、当

該整備事業担当課との打合せを行い、

土地の状況や整備における必要区画等

を協議し、利活用の検討材料としてい

きたい。 
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監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

 今後の利活用について 

（子ども家庭局こども若者成育課） 

【未利用施設】たしろ少年自然の家 

 市は、２０２３年度に老朽化した建

築物を解体し、利用調整協議会に付議

した後に市での利活用がなければ普通

財産とした上で民間への売却等、具体

的な検討はこれから実施していく。な

お、２０２３年度予算として建築物の

解体工事及び廃棄物処理に係る費用と

して総額１６７，４４３千円を計上し

ている。 

 ただし、本件土地は市街化調整区域

に指定されているため、建てられる建

築物が制限されており、開発または建

築行為を行う場合には、原則として許

可が必要となる。 

 市街化調整区域においても、市に申

請を行ったうえで条件を満たせば建築

物を建てることは可能となるが、都市

計画法３４条に定められている基準を

満たす必要があり障壁は高い。 

 また、風致地区に係る許可申請も必

要であり、買い手がつき難いことが予

想され、売却の実現可能性は低く長期

に渡り遊休資産となる可能性が高く、

市は長期化を防止するための方策を具

体的に検討する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年度に解体工事完了。令和６

年７月の利用調整協議会に付議予定。

当該用地については、市街化調整区域

及び風致地区に指定されており、買い

手がつき難いことが予想されるが売却

に向けた手続きを進めていく。 
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監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

 旧林業振興センターの処分について 

 （産業経済局農林課） 

【未利用施設】旧林業振興センター 

本件施設は市有建築物劣化状況調査

において、建物は著しく劣化が進んだ

状態と判定されている。 

 また、土地は市街化調整区域に指定

されているため、建築可能な建築物が

制限されており、開発または建築行為

を行う場合には、原則として許可が必

要となる。市街化調整区域の場合であ

っても、市に申請を行い、条件を満た

せば建築物を建てることが可能となる

が、都市計画法第３４条に定められて

いる基準を満たす必要があり障壁は高

く、市としては利用や建替の予定はな

い。 

 それらをふまえ、過年度より同組合

と売却方向で協議を行っている。２０

１３年度に不動産鑑定評価を実施した

が、当時の同組合の財政状態からは負

担が重く、売却には至らなかった。そ

の後、２０２２年度に実施した不動産

鑑定評価の結果を受け、再度、同組合

へ提案を行ったところ、前向きに検討

する旨の意向があり、回答を待ってい

る状況である。 

 なお、売却に至らなかった場合には

、建物の状況調査において著しく劣化

が進んだ状態と判定されていることか

ら、解体することも念頭に北九州市森

林組合と協議のうえ、検討されること

 

 

 

令和５年１２月に北九州市森林組合

から土地建物の買い取りの意向が正式

に示された。 

今後、具体的に森林組合への売却手

続きを進めていく。 
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監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

が望まれる。 
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監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

今後の施設計画について 

（産業経済局雇用・産業人材政策課

） 

【未利用施設】シルバーワークプラ

ザ 

 本件施設は建設から４６年が経過し

ており、建築時の年代を考慮すると市

における目標耐用年数６０年まで１４

年と迫っている。 

 また、将来において耐用年数を迎え

てさらなる長寿命化を図る場合には、

現状の劣化からは修繕について相当の

負担が生じることとなり、対応する財

源の確保が問題となる。 

 今後の使用方法について検討を行い

、適切な施設計画を立てることが必要

となる。 

 

 

 

 

 

シルバー人材センターにて、不良箇

所の有無の点検及び「施設安全点検シ

ート」の作成を毎月行い、当課にて報

告を受け、内容を確認している。（毎

年４月及び１０月の点検時は、市職員

も立ち会っている。） 

令和５年度に、「個別施設計画」を

策定し、中長期保全計画を作成した。 

今後も、毎月の日常点検及び半年毎

の消防設備点検を継続し、適宜対応し

ていく。 

大規模改修が必要となった場合には

、シルバー人材センターの移転を検討

し、施設については、売却や解体等を

検討する。 
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監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

プロポーザル公募の公募時期につい

て 

（都市ブランド創造局門司港レトロ

課） 

【未利用施設】旧ＪＲ九州本社ビル 

 公募に関する周知を行う期間が比較

的短く、現地説明会及び現地見学会の

開催日程も公表から間もないことから

、応募を行う機会を逸した事業者もあ

ったことが考えられる。 

 市において懸念されていた問題を解

決するため、より多くの事業者に応募

してもらうためにも、周知を行う期間

については十分な期間をとることが望

ましいと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

令和６年７月に再公募の開始を予定

していたが、事業者へのヒアリングを

行い、より多くの事業者に参画しても

らえるよう公募条件の再検討を行って

いる。公募条件変更に伴い、財産審査

委員会にかける必要があるため、再公

募時期が１０月になる可能性がある。 

 その場合でも、事業者選定は２か月

前後の期間を想定しており、前回の公

募に比べ、期間を長くとっている。 
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監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

 プロポーザル公募の応募件数につい

て 

（都市ブランド創造局門司港レトロ

課） 

【未利用施設】旧ＪＲ九州本社ビル 

 当案件は金額的規模が大きく、一定

規模以上の事業者でなければ応募を行

うことが困難であったと考えられるが

、市において懸念されていた問題を解

決するための公募であることを考える

と、３件という件数の是非について検

証が必要である。公募における各事業

者の競争性を高めることと同時に、注

目される門司港エリアの開発であるこ

とから、周知方法によっては広告宣伝

効果も相乗的に生み出すことができた

と考えられる。 

 今後、同様の公募を行う場合には、

周知方法について工夫を行うことによ

り効果性を高めることが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北九州市から国内の大手デベロッパ

ー等を通して、国内外の事業者へ当事

業の情報が伝わるような誘致活動を行

うなど、より効果性が高められる工夫

を検討している。 
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監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

 プロポーザル公募における採点につ

いて 

（都市ブランド創造局門司港レトロ

課） 

 【未利用施設】旧ＪＲ九州本社ビル 

 本件施設の事業運営に係るプロポー

ザル公募において優先交渉権者を決め

るにあたり、分野を区分して採点をお

こなっている。 

 採点においては、内容評価５５点、

確実性評価３５点、負担評価５点、総

合評価５点の配分がされているが、そ

のうち財政基盤については、確実性評

価の点において「開発を確実に実行で

きる財政基盤（資金確保等）」として

５点が配分されているのみである。 

 当案件は金額規模の大きい案件であ

り、事業内容の評価が良好であったと

しても事業の確実性は資金的裏付けが

通常より高い程度のものが必要と考え

られる。 

 したがって、金額的規模が大きい場

合には財政基盤に対する配点を高くし

、確実性評価全体の比重を高めること

が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

財政基盤の配点は、前回の審査会で

は１００点のうち５点のみであった。

再公募を行った際には、評価を確実に

行えるよう配点の再検討を行う。 
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監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

プロポーザル公募における審査委員

構成について 

（都市ブランド創造局門司港レトロ

課） 

【未利用施設】旧ＪＲ九州本社ビル 

本件施設の事業運営に係るプロポー

ザル公募において優先交渉権者を決め

るにあたっての審査について、審査委

員は５名選定されている。 

当案件のように金額規模も大きく、

実現に際して複雑なスキームによって

実行されることが想定される場合にお

いては、事業の確実性評価を審査の場

で判断することが必要であることから

、法律面ないしは会計面に高度な知見

を有した弁護士・公認会計士・税理士

といった有資格者を加えて議論を行う

ことが必要と考えられるが、今回の審

査委員には構成されていなかった。 

大型の案件については、実行に至る

まで、また、実行後においても、相互

の責任負担が問題となることもあり、

その問題が長期化するようなことがあ

れば市において大きな損失となりかね

ない。今後、同様の公募を行う場合に

は、上述の知見を有した資格者を追加

することによって、公募プロセスの効

果性を高めることが望ましい。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

前回の審査会の審査委員には、中小

企業診断士の方にも審査委員として参

加していただいた。再公募を行った際

には、事業者からの提案を適切に審査

できるよう人選については再検討を行

う。 
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監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

 当施設の利用に関する抜本的な検討

について 

 （都市ブランド創造局門司港レトロ

課） 

 【未利用施設】旧ＪＲ九州本社ビル 

 本件施設は建築から８６年超経過し

ており市の歴史を物語る資産といえる

が、現在の状態を活かした開発にこだ

わることで、事業者にとっては利活用

を行うことが難しくなり、また、利活

用を行う水準に至るまでの修繕を行う

費用が高額となることもあり、ポテン

シャルが高いといわれる門司港エリア

において近隣施設と一体となった集客

を行うことが困難となっている状況の

一因となっている。 

 適切な期限を設け、現在の状態を活

かした開発を十分に行うことが困難と

判断したならば、施設の解体を行った

うえでの利活用を行うことまで抜本的

に検討することが必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

再公募の条件としては、（北九州市

が門司港にある民間の歴史ある建物の

保存を所有者に促す立場であることや

、）この建物の保存・活用を図ること

は、門司港レトロ地区の観光地として

の価値を高めることに大きく貢献する

と考えていることから、現在の建物の

保存・活用を前提とした提案を募集条

件としている。 

再公募を行った結果、不調となった

場合は解体を含めて条件の抜本的な検

討を行う。 
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監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

 未利用施設の管理について 

（都市ブランド創造局門司港レトロ

課） 

 【未利用施設】旧ＪＲ九州本社ビル 

 本件施設について視察を行った際（

２０２３年９月２６日）に、本来は利

用されず施錠されているはずの施設で

あるが、一部の扉が開錠している状態

となっていた。 

 開錠していた理由は不明であるが、

メンテナンス等で短い時間の開錠であ

れば、開錠者における開閉のプロセス

の注意が定着していないということと

なる。また、一定の長い期間開錠した

ままであれば、それ自体も問題であり

、不法に占拠をされることも可能とな

ることから治安の観点からも好ましく

ない。 

 未利用施設の場合には市職員におけ

る目が行き届かなくなる可能性が高く

なるため、その開閉にかかるプロセス

に留意する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

鍵の機構の確認・調整、ドア・蝶番

の歪みを調整し、オートロックが正常

に動くよう改善を行った。 

 改善を行い、正常な動作は確認でき

たが、再度問題が発生した際に備える

ため、定期的に施錠の確認を行う。 
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監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

 未利用施設に対する管理について 

（都市ブランド創造局門司港レトロ

課） 

 【未利用施設】和布刈観光交流セン

ター 

 本件施設について視察を行った（２

０２３年９月２６日）が、倉庫及び作

業場であった場所のうち道路に面して

いる部分は開放されており、「立入禁

止」のテープを貼っているのみであっ

た。 

 このような状態は景観上好ましくな

いこともあるが、不法に占拠をされる

ことも可能となり治安の観点からも好

ましくない。 

 本件施設については解体を行うため

、この状態は解消されることとなるが

、市における他の未利用施設が増加し

た場合には目が行き届かなくなること

も想定されるため、留意が必要である

。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

令和６年２月に解体工事が完了した

が、今後同様の状況となる施設が発生

する場合は、関係部署、機関への相談

を行うなど対応の検討を行っていきた

い。 
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監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

今後の施設計画について 

（都市整備局道路維持課） 

 【未利用施設】道原サイクリングセ

ンター 

 本件施設は建物と一体となったトイ

レ（外部から利用が可能となっている

）が併設しており、現在は市民トイレ

として利用されている。また、付帯す

る駐車場はコミュニティバス及び小学

校の通学バスの発着場所として利用さ

れている状況である。 

 しかし、建物自体は老朽化が進んで

いる。直近では２０２０年３月に建築

物定期点検、２０２２年６月に緊急安

全点検が実施されているが、緊急安全

点検ではパネルが外れるなどの事象が

見受けられた。 

 市としても老朽化等の状況を踏まえ

、今後、解体の可否を検討する予定と

のことであるが、先行売却の可能性も

あるため、解体のみを検討するのでは

なく、その他の方法についても検討さ

れることが望まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本件施設は、サイクリングセンター

としては、平成２５年度末に廃止した

ものではあるが、付帯するトイレや駐

車場は、現在でも地域の方々に利用さ

れている。 

建物の老朽化の状況も踏まえ、今後

建物の解体の可否を検討する予定であ

る。その際には監査の意見も踏まえ、

解体以外の方法についても、併せて検

討を行う予定である。 
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監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

河内温泉再開に向けた市の方針につ

いて 

（都市整備局公園管理課） 

【未利用施設】河内温泉中核温泉施

設 

 市は今後、河内温泉あじさいの湯を

活用していく方針であり、そのために

マーケットサウンディングの実施や個

別視察の受け入れなど、民間事業者の

声を聞いている。 

 ２０１９年に施設が閉鎖されてから

既に５年が経過しており、毎年の機械

警備費や電気代といった維持費も継続

して発生していることから、できるだ

け早期に市の方針を確定させることが

望まれる。なお、方針の検討にあたっ

ては、長期的な事業の採算性も十分に

考慮する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

引き続き民間事業者の意見を聞きな

がら、施設の有効活用を検討していく

。 
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監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

当初計画における設備更新方針の検

討不足 

（都市整備局公園管理課） 

【未利用施設】河内温泉中核温泉施

設 

 当初計画において設備の更新計画は

立てていないとのことである。 

 しかし、建物自体の耐用年数と設備

の耐用年数を比較すると、通常設備の

耐用年数の方が短くなることが一般的

であり、ライフサイクルコストという

視点で考えると、当初計画段階におい

て設備更新にかかる費用も検討すべき

であると考えられる。そのため、当初

計画は、設備更新を将来に向かってど

のように行っていくのか、という方針

も含めて作成することが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご指摘のとおりであり、今後の施設

整備の際には当初計画の中で設備更新

計画を策定して、計画的に設備更新を

行い維持管理していくという視点をも

ち行っていく。 
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監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

今後の施設計画について 

（都市整備局住宅管理課） 

【未利用施設】旧日明保育所 

 本件施設は２００５年の用途廃止後

、現在に至るまで行政財産の倉庫とし

て利用されており、現状において用途

変更予定はない。 

 今後の使用方法について検討を行い

、適切な施設計画を立てることが必要

となるとともに、将来において市営住

宅としての利用が廃止となった場合の

方向性について予算措置も含め全庁的

な視野で検討しておくことが望まれる

。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

監査の意見を踏まえ、市営住宅とし

て利用が廃止となった場合の方向性に

ついて検討を行う。 
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監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

今後の施設計画について 

（都市戦略局都市交通政策課） 

【未利用施設】旧交通科学館 

 現在の貸付先であるフェニックス・

ジャパン株式会社との賃貸借契約は２

０２４年３月３１日で終了する。契約

満了後については、現契約者と定期建

物賃貸借契約を再締結する予定とのこ

とである。 

一方、現時点で当該施設の経過年数

は３８年であるが、施設老朽化への対

応を求められることが想定される。今

後どのような方針で対応していくのか

、長期的な計画を策定することが望ま

れる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

旧交通科学館の貸付先であるフェニ

ックス・ジャパン株式会社との賃貸借

契約は令和６年３月３１日で終了した

が、予定通り、現契約者と定期建物賃

貸借契約を令和１１年３月３１日まで

再締結している。 

 契約満了となる令和１１年度以後の

施設のあり方について、廃止も含めた

検討を行っているところである。 

検討の結果、施設を存続することと

なった場合は、速やかに長期的な施設

改修計画を策定する予定である。 
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監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

代替地にて新築された新車庫につい

て 

（消防局警防部消防団課・都市整備

局公園管理課） 

【未利用施設】旧八幡東消防団第６

分団田代支部 

 本件施設は老朽化に伴い建替えが必

要となったが、建設中も消防団は出動

対応を行う必要があるため、当分団の

管轄内における市未利用地を代替地と

して選定し、所定の手続きを経て新車

庫の建設を実施した。その際に、代替

地は風致地区であるため、北九州市風

致地区条例（以下、風致条例）に基づ

く規制に従うことが求められる。 

 新用地は風致地区に存在するため、

消防団の施設である車庫の建設は、風

致条例の第２条（１）に該当する。さ

らに、同条例第３条にて市が第２条（

１）に係る行為を行う場合には、あら

かじめ市長に協議する規定となってい

る。 

 風致条例の第４条に（許可を要しな

い行為）、第６条（適用除外）にて例

外規定を設けているが今回の車庫の建

設については適用されないため、第７

条（２）に定められた「建築物を新築

する敷地が造成された宅地又は埋立て

若しくは干拓が行われた土地であると

きは、適切な植栽が行われる土地の面

積の建築物の敷地面積に対する割合が

２０パーセント以上（特別地区内にあ

 

 

 

 

 

 

本施設の建築にあたっては、市所管

課と協議を行い、北九州市風致地区条

例等に規定する規制に従うとして、緑

地の確保を行ったものである。 

 現在、緑化部分が消防団活動等に支

障をきたす要因となっておらず、維持

管理においても負担となっていないこ

とから、現状どおり、緑地の管理を継

続して参りたい。（消防局警防部消防

団課） 

今後、風致地区における消防施設の

建替え等があった場合は、適用除外項

目の見直しを検討していく。（都市整

備局公園管理課） 
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監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

っては、４０パーセント以上）である

こと。」に従い、広いとは言い難い当

該用地１１８㎡のうち、緑地部分は約

２６㎡を設けている状況となっている

。 

 市の施設といえども、安易に風致条

例の規制外とすることは確かに問題で

あるが、消防分団の活動や緑化部分の

維持管理に係る負担を考慮したとして

も、全面舗装する方が効率的であり、

これは風致条例の規制が、市の小規模

未利用地の活用や、消防の施設等の公

共サービスに不可欠な施設の建設にあ

たっての足かせとなっていると考える

。 

 特に、消防団の施設は地域住民が安

全・安心に生活を営むうえで不可欠な

施設であると考える。加えて、当該地

区は八幡東消防署から約１０ｋｍ離れ

た地区であり、分団が当該地区で担う

役割は他の地区に比べても重要である

。また、当該用地は１１８㎡で非常に

小規模で車庫は約１８㎡で、緑地部分

は約２６㎡であり、この２６㎡部分を

舗装したとしても、風致条例、都市計

画法第５８条第１項の趣旨である「都

市の風致を維持」を害するとは考えに

くい。 

 消防団の施設のような、地域住民が

安全安心に生活するための不可欠な施

設であり、風致条例の規制趣旨を害さ

ないようなものについては、実態に則
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監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

した柔軟な対応を検討されることが望

まれる。 
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監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

 貸付資産の今後の計画について 

（教育委員会企画調整課） 

 【未利用施設】旧陣山中学校 

 本件建物は２００６年４月から学校

法人仰星学園へ貸付けている。 

 貸付けている建物は、旧陣山中学校

が存在していた１９７９年に建築され

、使用が開始されたものである。現状

、現金支出はないものの、公共施設マ

ネジメント実行計画の取り組みの視点

にある「保有量の縮減」、大型改修や

解体コストなどライフサイクルコスト

の観点からみた将来コストを削減する

ためにも、売却等のあらゆる手段を早

い段階から検討することが望まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校法人仰星学園と使用貸借契約を

令和８年３月末まで締結している。令

和８年４月以降の本施設のあり方につ

いては、監査の意見を踏まえ検討する

。 
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監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

 貸付資産の今後の計画について 

（教育委員会企画調整課） 

 【未利用施設】旧高等技術工業学校 

 本件建物は、２００６年４月から学

校法人タイケン学園へ貸付けている。 

 貸付けている建物は、旧高等技術工

業学校が存在していた１９７１年に建

築され、使用が開始されたものである

。 

 現段階では、土地貸付料の収入があ

るものの、公共施設マネジメント実行

計画の取り組みの視点にある「保有量

の縮減」、大型改修や解体コストなど

ライフサイクルコストの観点からみた

将来コストを削減するためにも、売却

等のあらゆる手段を早い段階から検討

することが望まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校法人タイケン学園と使用貸借契

約を令和８年３月末まで締結している

。令和８年４月以降の本施設のあり方

については、監査の意見を踏まえ検討

する。 
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監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

 貸付資産の今後の計画について 

（教育委員会企画調整課） 

 【未利用施設】旧新道寺小学校平尾

分校 

 本件建物は、２００６年４月から学

校法人九州自然学園（現：学校法人き

のくに子どもの村学園）へ貸付けてい

る。 

 貸付けている建物は、旧新道寺小学

校平尾分校が存在していた１９６４年

に建築したものと１９８７年に建築し

たものがある。 

 現段階では、土地貸付料の収入があ

るものの、公共施設マネジメント実行

計画の取り組みの視点にある「保有量

の縮減」、大型改修や解体コストなど

ライフサイクルコストの観点からみた

将来コストを削減するためにも、売却

等のあらゆる手段を早い段階から検討

することが望まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校法人きのくに子どもの村学園と

使用貸借契約を令和８年１０月末まで

締結している。令和８年１１月以降の

本施設のあり方については、監査の意

見を踏まえ検討する。 
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監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

 貸付資産の今後の計画について 

（教育委員会企画調整課） 

 【未利用施設】旧高等理容美容学校 

 さわらびガーデーンモール八幡三番

街の１階及び２階の一部分を区分所有

しており、それを貸付けている。本件

建物は、２００４年に完成した建物で

あり、近年、外壁改修工事の計画を立

て始める予定があると聞いている。 

 しかしながら、公共施設マネジメン

ト実行計画の取り組みの視点にある「

保有量の縮減」、将来の維持管理コス

ト削減するためにも、資産価値のある

うちに売却等のあらゆる手段を早い段

階から検討することが望まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校法人国際学園と使用貸借契約を

令和２３年３月末まで締結している。 

令和２３年４月以降の本施設のあり

方については、監査の意見を踏まえ検

討する。 
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監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

土地の一部の所管換および境界確定

について 

（教育委員会施設課） 

【未利用施設】旧風師中学校跡地 

本件施設に係る土地は所管換の以前

より字図混乱地域であり、敷地の境界

確定が行われていない状態であった。

また、敷地についても市以外に２名の

地権者がおり、敷地内の明確な境界に

ついて現在も地権者と協議中である。

そして、それらの状況にもかかわらず

所管換し、新たに市の消防施設を建設

した点に行政手続上の問題はないとし

ても、未確定の権利関係に、さらに施

設を建設することにより問題が複雑化

する可能性がある。 

 今後、本件土地の未利用部分の活用

を検討するうえでも敷地内の地権者と

の協議や確定測量の実施等で権利関係

を速やかに確定していくことが望まれ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所管換のために、条件を整理する必

要があることは認識しており、令和４

年度に校舎を解体し、確定測量業務に

着手した。 

確定測量をする過程で、地権者と協

議を行い、権利関係については、令和

６年度中には確定する予定で作業（協

議含む）を進めている。 
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監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

集会所の今後の施設の在り方につい

て 

（保健福祉局同和対策課） 

【未利用施設】集会所（未利用とな

っている集会所全般について） 

 市は、２０２３年６月時点で解体時

期が決まっていない集会所を１２件（

ただし内３件は市の備蓄倉庫等として

一時使用中）保有している。 

 市は閉鎖中の施設については、今後

解体を行うことを見込んでいるが、具

体的な解体時期を定めた計画は策定し

ていないとのことであった。 

 しかし、閉鎖中の建物の老朽化が進

むことにより近隣への安全性が十分に

確保されない恐れがあることや、閉鎖

施設が放置されることによる地域のイ

メージ低下、さらには治安の悪化が生

じる可能性もあることから、閉鎖した

建物を現状のまま放置することは望ま

しくない。 

 また、遊休資産の有効活用や維持管

理費の削減の視点からも、閉鎖中の施

設は早期に売却を検討すべきである。

売却は必ずしも更地にする必要はなく

、先行売却制度なども活用しながら、

可能な限り早期に進めるべきである。 

 上記の売却等ができない場合には、

早急に解体した上で更地にして土地の

売却等を検討することが望まれる。 

 なお、集会所は設置当初の目的を達

成し廃止されたものであること、また

 

  

 

 

 

監査の意見にもあるとおり、閉鎖し

た建物を放置することは望ましいもの

ではなく、これまでも、閉鎖した集会

所については、随時解体を進めてきて

おり、令和５年度には２件、令和４年

度にも１件を解体した。 

 監査の意見を踏まえ、早急な解体、

また、解体せずに売却する方法を関係

部署と協議する等、集会所全般につい

て、早期の処分を検討しているところ

である。 
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監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

今後は施設の老朽化により維持管理費

の増加も見込まれること等を考慮する

と、すべての集会所について今後の施

設の在り方を検討することが望まれる

。 
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監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

 不動産登記の地目について 

（子ども家庭局子育て支援課） 

【未利用地】旧陣山母子寮跡地 

 本件土地は当初、地目「ため池」と

して取得し、１９５６年の旧陣山母子

寮の建設時にため池を埋め立てて宅地

へ変更したが、現在も不動産登記簿の

地目は「宅地」ではなく「ため池」の

まま変更されていない。 

 不動産登記法第３７条では、地目の

変更があったときは、その変更があっ

た日から一月以内に、当該地目又は地

積に関する変更の登記を申請すること

が求められているが、境界未確定部分

が用地全体にあるため現状に即した分

筆登記ができず、地目変更が行えない

状況にある。 

 本件土地の境界確定については、平

成２７年度の包括外部監査で解決を図

るよう意見されているが、いまだ解決

に至っていない。速やかに隣接所有者

との協議や、境界筆界特定制度の利用

などにより、境界確定を図ることが望

まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご指摘のとおり、用地の一部を埋め

立て等による造成を行った場合は、法

の規定に基づき、速やかに地目の変更

を行うべきところではあるが、地目を

変更するためには、建物敷地とそれ以

外の敷地の境界を定める必要がある。 

 境界確定にあたっては、これまで、

関係部署等と協議を重ねてきたが、課

題が多く解決に至っていない。さらに

境界を確定させるためには、専門業者

への委託等を行う必要がある。 

 引き続き境界確定および地目の変更

に係る市専門部署等と協議を行うとと

もに、専門業者への委託等に係る予算

の確保について検討を行う。 
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監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

 土地の境界確定について 

（子ども家庭局こども若者成育課） 

【未利用地】旧鳴水保育所跡地 

本件土地は、隣地の所有者との未確

定の境界があるため売却等の処分を進

めることができない状況となっている

。市は、引き続き隣地所有者との協議

等を利用することによって、速やかに

境界確定を図ることが望まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

監査の意見を踏まえ、早急に境界確

定作業を行う。境界確定後は、速やか

に財産活用の方法を検討し、売却手続

きを進めていきたい。 
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監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

土地の境界確定について 

（都市整備局道路建設課） 

【未利用地】志井代替地 

 本件土地は、（ⅰ）接続している道

路が私道であること、（ⅱ）下水道の

整備が必要であることが課題となって

いる。 

 （ⅰ）について市は、地権者に対し

て私道の無償譲渡の働きかけを行って

いるが、無償譲渡に反対する地権者が

いることから、無償譲渡の合意形成が

困難な状況となっている。 

 また、（ⅱ）についても私道公共下

水道の整備の条件を満たしていないこ

とから、整備できない状況が続いてい

る。 

 市は、利活用あるいは処分に向けた

課題を解決するための働きかけを行っ

ているが、現状停滞している状況であ

る。下水道の整備には私道の無償譲渡

が必要であり、私道の無償譲渡に関し

ては、地権者の協力が必須であること

から、引き続き積極的に地権者と協議

を行うことが望まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

本件土地の前面道路（私道）の市へ

の移管のため、用地測量を実施した。

その際に、私道の所有権を持つ地権者

に境界立会をお願いしたが、無償譲渡

反対の方からの協力が得られず、境界

の確定に至らなかった。 

今後も引き続き、私道の地権者に対

し無償譲渡の働きかけを行っていく。 
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監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

水路部分の境界確定について 

（都市整備局住宅管理課） 

【未利用地】立石団地跡地 

 本件土地について今後の利活用にあ

たり市が確定測量を実施している。本

件土地のうち１筆の八幡西区楠橋南一

丁目１６６番については水路と接して

いるが、土地の境界を確定するにあた

り、水路の対側地における所有者を確

定することが必要である。 

 水路の対側地における所有者は、当

初は以前に存在していた香月村であっ

たが、その後の再編に伴い、香月町、

八幡市と経て、現在は北九州市となっ

ている。 

 市が対側地を所有していることは確

定しているが、再編の経緯もあり、対

側地について市における所管が定まっ

ていない状況となっている。所管課は

、水路を管理している八幡西区まちづ

くり整備課と協議及び調査を行ってい

るが、特段の進捗はないとのことであ

る。 

 本件土地は平地にあり、近隣は住宅

も多く、また、一定規模の面積も有し

ていることから、将来における利活用

の可能性は高いと考えられる。したが

って、市は水路の対側地にかかる所管

をすみやかに定める策を講じ、境界確

定を行うことが望まれる。 

 

 

 

  

 

監査の意見を踏まえ、水路を管理し

ている八幡西区役所まちづくり整備課

と、令和６年度中の境界の確定を目指

して、協議を行っている。 
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監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

境界確定及び今後の利活用について 

（都市整備局住宅管理課） 

【未利用地】曙第三団地 

 本件土地は、市営曙第三団地の西側

に降りた地点の土地となっている。北

側にはフェンスがあり、フェンスの北

側には泉台公園（建設局公園管理課に

よる管理）が存在している。 

 泉台公園は実際に利用されているの

は遊歩道より北側部分であるが、公園

としてはフェンスの北側部分までと位

置付けられている。 

 その土地においては、建築都市局住

宅管理課の所管土地及び建設局公園管

理課の所管土地が存在している。その

うち、泉台公園として認識されている

領域においては、建築都市局住宅管理

課の所管土地と建設局公園管理課の所

管土地が含まれているという複雑な状

況が生じている。また、フェンスより

南側の土地については、団地と同一の

泉台三丁目７７６番２の土地の一部を

構成しているが団地部分とは高低差が

実際に生じており、当該土地のみで一

団の土地という外観に見えるものの、

実際は住宅管理課と公園管理課の所管

土地が隣接している状態となっている

。 

 市は各課において利用地の交換の協

議を行うよう進めているが、所管地の

所管換については境界確定が必要とな

るものの、上述の状況や所管地と公図

 

  

 

監査の意見を踏まえ、都市整備局公

園管理課において、現状のような土地

利用形態となった経緯を調査中である

。調査結果を踏まえ、公園管理課と協

議を行う。 
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監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

が現況と異なっている点もあり境界確

認が難しく、約５年にわたり進捗が見

られない状況となっている。 

 当該土地は、南側の道路に対しても

相当の高低差を有しており利活用に際

し車両を通すことは困難であり、将来

における利活用や売却については容易

ではないこともあり優先順位が低くな

ることは一定の理解をしうるが、問題

の先送りが今後も続くことに変わりは

ないため、各所管課での協議を進め、

将来に向けての所管確認と境界確認を

行うことが望まれる。 
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監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

土地側壁における植物処分について 

（都市整備局住宅管理課） 

【未利用地】曙第三団地 

本件土地について草刈は年１回行わ

れているが、土地に係る側壁に植物が

繁茂しており、それらは処分が行われ

ないままとなっている。 

側壁については市が管理を行ってい

るものであり、植物も側壁からだけで

なく市所有地から繁茂していることか

ら、市で対処を行うことが必要である

と考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

監査の意見を踏まえ、令和６年度か

ら、当該地の草刈りを行う際に、土地

に係る側壁の植物もあわせて、適切に

処分を行うよう、管理者である住宅供

給公社に指示した。 
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監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

 所有権確定に係る作業について 

（上下水道局広域事業課） 

【未利用地】小森江貯水池付属用地 

 本件土地は、国道３号線のバス停ま

で徒歩１０分、ＪＲ小森江駅まで徒歩

１６分と交通の利便性が高い好立地に

ある。市は、今後水道用地として利活

用する予定はないことから現況道路部

分を含めて宅地として売却することを

検討している。 

 ただし、売却にあたり、（ⅰ）土砂

災 害 警 戒 区 域 に 指 定 さ れ て い る 、

（ⅱ）土地への進入路である橋梁の所

管が不明である、（ⅲ）前面道路を含

めて所有しており道路部分は認定道路

ではなく私道となっている、といった

阻害要因が識別されている。 

 特に、上記（ⅱ）の、橋梁の所有者

が不明のままの状態では道路部分の市

道認定が不可能となるため、橋梁の所

有者を判明させる必要があり、橋梁に

ついて本件土地に係る事蹟及び橋梁横

の水道管の工事事蹟、門司区まちづく

り整備課の河川台帳等の事蹟等で調査

したが、所有者は判明していない。今

後は、近隣住民に聞き込み調査を行う

等、他の方法を検討していくとのこと

であるが、２０２３年１月現在で状況

に進捗は見られない。 

 市は、売却に向け課題の解決を図っ

ているが、現状停滞している。新たに

橋を架け渡すといった抜本的な解決方

 

  

 

当該土地への進入路である橋梁の所

管が不明なことについて、さらに令和

５年１１月に、近隣住民や小森江西校

区の自治会長への聞き込み調査を行っ

たが、判明しなかった。当該橋梁は、

河川台帳や門司区まちづくり整備課へ

の占用の届出もなく、所有者不明の不

法占用状態にあり、監査の意見にある

「新たに橋を架け渡す」という点につ

いては、他人の財産（現行の橋）を処

分することになるため、法的な問題等

の解決が必要になる。また、別の場所

に新たな橋を造ることについても、底

地所有者との協議やその費用、橋を架

けた後の管理の方法など、問題点が多

い。今後は、購入希望者が現れたとき

に、上記問題点を踏まえ、売却に向け

た前向きな協議をしていきたい。  
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監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

法等のかかる経費と土地売却額とを比

較衡量して、さらに売却の可能性を検

討されることが望まれる。 
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北九州市監査公表第２１号   

  令和６年１１月１５日  

 

北九州市監査委員  中 西 満 信  

同         廣 瀨 隆 明  

同         村 上 幸 一  

同         奥 村 直 樹  

 

監査委員の監査の結果に基づき、措置を講じた旨の通知があったので、地方

自治法第１９９条第１４項の規定により、次のとおり公表する。 

 

１ 監査の種類 

定期監査 

 

２ 措置を講じた局  

教育委員会 

 

３ 監査の期間 

令和５年１１月６日から令和６年５月２９日まで 

 

４ 監査公表の時期                          

  令和６年７月１９日（令和６年監査公表第１１号） 
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５ 監査の結果に基づく措置状況 

（１）教育委員会 

監 査 の 結 果 措 置 状 況 

ア 契約事務 

（ア）契約事務について 

（指導企画課） 

 令和５年度のＳＮＳを活用した相談

・通報業務委託契約において、あらか

じめ設定すべき予定価格を設定してお

らず、また、特命随意契約とすること

を事前に決裁していなかった。さらに

、正式な見積書を徴しておらず、参考

見積書のみで契約金額を決定し、契約

を締結していた。 

地方自治法では、普通地方公共団体

の支出の原因となるべき契約その他の

行為は、法令又は予算の定めるところ

に従い、これをしなければならないと

されている。また、市会計規則では、

法令、条例およびこの規則の定めると

ころに従い、公正、確実かつ迅速に処

理しなければならないとされている。

さらに、市契約規則では、随意契約の

方法によろうとするときは、あらかじ

め予定価格を定め、選定の相手方から

見積書を徴するものとされている。 

 適正な事務処理をされたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回の指摘を受けて、業務マニュア

ルに、早期の契約方法の検討と、特命

随意契約とする場合でも予定価格と契

約方法に関する事前の決裁が必要であ

る旨追記した。 

また、業務マニュアルの修正と「市

契約規則」や「業務委託契約事務の手

引き」等による契約手順の再確認を令

和６年６月２０日の事務改善会議で周

知した。 

なお、令和６年度のＳＮＳを活用し

た相談・通報業務委託契約については

、ＬＩＮＥによる業務対応可能な事業

者６者のうち市の有資格者名簿に登録

されている事業者３者による指名競争

入札を行った。入札に当たっては、過

去の受託業者から徴した参考見積と、

ＨＰ等に掲載されている類似事業の積

算内容とを比較考量したうえで予定価

格を設定し、適切な専決区分に応じた

決裁を経て実施した。令和６年度の支

払い事績に今回の「監査指摘事項報告

書」を色紙で綴じ込み注意喚起してい

る。 

 

 

《教育委員会全体の対応について》 
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監 査 の 結 果 措 置 状 況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指摘の内容のみならず、監査期間に

おいて注意を受けた内容を全課に対し

て通知し、今後同様の事案が生じない

よう周知した。 
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監 査 の 結 果 措 置 状 況 

（イ）契約事務について 

  （中央図書館運営企画課） 

 指名競争入札により締結したフルカ

ラーデジタル複合機賃貸借契約につい

て、落札後に落札者より仕様書の一部

の要件を満たすことができないとの申

出を受けたが、その際提案のあった他

の方法で「要求する同等の機能を持

つ」と判断し、仕様書の内容を変更し

て契約していた。 

落札後の仕様書の内容変更は、入札

の条件であった事項を変更することと

なり、入札の公平性を損なうものであ

る。 

本来であれば、地方自治法施行令第

１６７条の２第１項第９号に基づき落

札者以外の者と随意契約を行うか、入

札をやり直すべきであり、落札後の仕

様書の内容変更で処理すべきではな

い。 

 適正な事務処理をされたい。 

 

 

 

指摘されたフルカラーデジタル複合

機賃貸借契約について、現在の業務環

境で真に必要とする機能を再確認した

。 

また、次回契約時においても改めて

必要な機能を精査して仕様を定めるよ

う業務マニュアルを変更するとともに

、今回の指摘内容も追記し再発防止を

図った。 

令和６年６月７日及び６月１８日の

事務改善会議において、課内研修を実

施し、業務マニュアルの変更内容の周

知徹底を図るとともに、契約制度課が

示す入札の手順や注意点などを具体的

に説明し、契約事務に関する正しい理

解の習得を図った。 

 

 

《教育委員会全体の対応について》 

指摘の内容のみならず、監査期間に

おいて注意を受けた内容を全課に対し

て通知し、今後同様の事案が生じない

よう周知した。 
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北九州市監査公表第２２号  

  令和６年１１月１５日  

 

北九州市監査委員  中 西 満 信  

同         廣 瀨 隆 明  

同         村 上 幸 一  

同         奥 村 直 樹  

 

監査委員の監査の結果に基づき、措置を講じた旨の通知があったので、地方

自治法第１９９条第１４項の規定により、次のとおり公表する。 

 

１ 監査の種類 

財政援助団体等監査 

 

２ 措置を講じた団体  

公益財団法人北九州産業学術推進機構 

 

３ 監査の期間 

令和５年１１月６日から令和６年５月２９日まで 

 

４ 監査公表の時期                            

令和６年７月１９日（令和６年監査公表第１６号） 
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５ 監査の結果に基づく措置の状況 

（１）公益財団法人北九州産業学術推進機構  

監 査 の 結 果 措 置 状 況 

（ア）補助金等交付事務について 

北九州産業学術推進機構（以下「推

進機構」という。）が、令和４年度に

市から助成を受けた北九州産業学術推

進機構補助金（以下「補助金」という

。）について、市に提出した実績報告

書の一部に誤りがあったことを認識し

ていたにもかかわらず、市への報告を

怠り、実績報告書の修正、補助金の返

還を行っていなかった。 

市の交付要綱では、推進機構が行う

産学連携事業等のうち、市長が必要か

つ適当と認める経費を補助金として交

付することとしている。補助金の確定

は、推進機構が提出した実績報告書に

基づき、市において調査、確認を行う

ものであるから、実績報告書の内容等

に誤りがある場合は、速やかに市に報

告し、市の指示に従い対応することが

必要である。 

適正な処理をされたい。 

 

 

 

 

（１）指摘に沿った是正措置 

実績報告書に誤りがあったことを市

に報告し協議した結果、交付決定一部

取消通知兼返還命令書（令和６年６月

１８日付）が交付され、命令に基づき

補助金の返還を令和６年６月２８日に

実施した。 

（２）制度面での恒久的措置 

 補助対象者からの実績報告書の様式

が分かりにくく誤りを看過していたた

め、以下の対応を実施した。 

①補助対象者に対する、補助に関す

るルールの確認 

②実績報告書の様式の見直し 

③複数人によるチェック体制の構築 

（３）職員への周知 

①当該事案が発生した部署の所属長

より、該当部署の職員に対し、市

補助金を活用する事業について、

適正な事務執行を徹底するよう指

導 

②財団内の庶務担当部長会議にて情

報を共有化し、市補助金を活用す

る事業について、適正な事務執行

を徹底するよう周知 
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北九州市監査公表第２３号 

令和６年１１月１５日 

 

北九州市監査委員  中 西 満 信 

同         廣 瀨 隆 明 

同         村 上 幸 一 

同         奥 村 直 樹 

 

監査委員の監査の結果に基づき、措置を講じた旨の通知があったので、地方

自治法第１９９条第１４項の規定により、次のとおり公表する。 

 

１ 監査の種類 

定期監査（工事監査） 

 

２ 措置を講じた局等 

産業経済局 

 

３ 監査の期間 

令和５年１１月２２日から令和６年５月２９日まで 

 

４ 監査公表の時期 

令和６年７月１９日（令和６年監査公表第１７号） 
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５ 監査の結果に基づく措置状況 

（１）産業経済局 

監 査 の 結 果 措 置 状 況 

ア 工事に係る委託の契約事務につい

て 

（農林水産部農林課） 

［５］ため池廃止（二番池）詳細設計

修正業務委託 

本業務委託は、農業用ため池として

の使用が無くなった若松区大字二島の

二番池の廃止工事に係る修正設計業務

である。 

工事に係る委託契約については、市

副市長以下専決規程（以下「専決規程

」という。）では、予定価格の金額に

応じて契約決裁権者が定められている

。 

この業務委託は、予定価格が１００

万円を超える工事に係る委託のため、

技術監理局契約課において契約すべき

であったが、専決規程に反して担当課

で契約していた。 

適正な事務処理をされたい。 

 

 

 

 

 

 

今回の指摘は、委託起工時のチェッ

クが不足していたことが原因で生じた

ものである。 

今後、同様の間違いが生じないよう

に、委託の起工時に作成する起案用紙

に業務内容の種別（工事に係る委託又

は工事に係らない委託）を記載するこ

ととした。 

さらに、業務マニュアルに契約内容

や契約予定金額に対する契約担当課の

一覧表を追記した。 

また、課内の職員に対しては、令和

６年５月２４日の事務改善会議にて、

指摘内容を周知し、再発防止の徹底を

図った。 

≪局全体の対応について≫ 

令和６年７月１７日実施の局内幹部

会において、今回の指摘事項の内容を

説明し、適正に事務を執行するよう周

知した。 

また、本指摘事項のほか、他局分を

含む過去１０年間の事務監査指摘事項

及び過去１１年間の工事監査指摘事項

について、各課の事務改善会議におい

て周知徹底を行うよう依頼した。 

注・・［ ］内の数字は、令和６年監査公表第１７号の別表１ 本工事抽出一覧表の番号を示す 
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監 査 の 結 果 措 置 状 況 

イ 工事の契約事務について 

（農林水産部農林課） 

（ア）（軽微な工事）展示林事業標示

板設置工事（その１） 

（イ）（軽微な工事）展示林事業標示

板設置工事（その２） 

上記の工事は、森林や木にふれあう

機会を拡大するため、身近にある森林

の整備を行う展示林事業の一環として

、標示板を設置するものである。 

これらの工事において、標示板の仕

様の変更を口頭により指示していたが

、契約変更の手続きを行っていなかっ

た。 

この結果、当初契約した図面と、実

際に施工した内容が一致しておらず、

不適切な契約事務となっていた。 

適正な事務処理をされたい。 

 

 

 

 

 

 

今回の指摘は、変更契約事務の失念

が原因で生じたものである。 

今後、同様の間違いが生じないよう

に、業務マニュアルに契約変更手続き

について追記した。 

また、課内の職員に対しては、令和

６年５月２４日の事務改善会議にて、

指摘内容を周知し、再発防止の徹底を

図った。 

≪局全体の対応について≫ 

令和６年７月１７日実施の局内幹部

会において、今回の指摘事項の内容を

説明し、適正に事務を執行するよう周

知した。 

また、本指摘事項のほか、他局分を

含む過去１０年間の事務監査指摘事項

及び過去１１年間の工事監査指摘事項

について、各課の事務改善会議におい

て周知徹底を行うよう依頼した。 
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